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 教育データの利活用に係る留意事項の今後の道行き

○改正個人情報保護法
（地方関係）施行

留意事項（仮称）の作成

資料2-1

パブリックコメント
（2～3週間程度）

関係省庁（個人情報保護委員会等）との調整

○有識者会議
（第16回）

○有識者会議
（第17回）

※改正個情法施行前の
なるべく早い段階で公表。

○有識者会議
（第15回）

留意事項（仮称）の
追加・改訂に向けた検討

委員の先生方へのご確認依頼
（メール等）

留意事項
公表
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